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条 例 

 

江東区夢の島総合運動場条例の一部を改正する

条例を公布する。 

令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第３４号 

   江東区夢の島総合運動場条例の一部を改正

する条例 

江東区夢の島総合運動場条例（平成６年３月江

東区条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１夢の島競技場の項の次に次のように加

える。 

夢の島スケート

ボードパーク 

１月４日～１２

月２８日 

午前９時～午

後８時 

 別表第１駐車場の項中「午後５時３０分」を

「午後８時３０分」に改める。 

 別表第３中 
「 夢の島競技場  １

日 

１１３，

８５０円 

」 

 会議室  １

日 

６，８０

０円 

 写真撮影  １

日 

１３１，

２５０円 

 映画、テ

レビ、ビ

デオその

他動画撮

影 

 １

日 

２５３，

９５０円 
 

を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夢の島競技場  １

日 

１１３，

８５０円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

 会議室  １

日 

６，８０

０円 

 写真撮影  １

日 

１３１，

２５０円 

 映画、テ

レビ、ビ

デオその

他動画撮

影 

 １

日 

２５３，

９５０円 

夢の島スケートボ

ードパーク 

 １

日 

１０３，

９５０円 

 写真撮影   １１９，

９００円 

 映画、テ

レビ、ビ

デオその

他動画撮

影 

 １

日 

２３２，

６５０円 

に改め、同表備考５中「夢の島競技場」の次に

「又は夢の島スケートボードパーク」を加え、同

表中 
「 施設 単位 利用料金 

」 

トラック １回 
一般 

小・中学

生 

４５０円 １５０円 

を 

「 施設 単位 利用料金 

」 

一般 
小・中学

生 

夢の島競技

場トラック 

１回 ４５０円 １５０円 

夢の島スケ

ートボード

パーク 

１回 ４５０円 １５０円 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１１月１日から施行す

る。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の江東区夢の島総合運

動場条例の規定に基づく夢の島スケートボード

パークの利用に関し必要な準備行為は、この条

例の施行の日前においても行うことができる。 

                    

江東区子どもの医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例を公布する。 

令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第３５号 

   江東区子どもの医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例 

 江東区子どもの医療費の助成に関する条例（平

成４年１２月江東区条例第４７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１号及び第２号中「以後における」を

「以後の」に改め、「までの」の次に「間にあ

る」を加え、同条第４号中「子どもと同居して、

これを監護し、かつ、扶養すること」を「乳幼児

及び児童にあってはこれと同居して、これを監護

し、かつ、扶養することをいい、高校生等にあっ

てはこれを監護し、かつ、扶養すること」に改め、

同号を同条第５号とし、同条第３号中「及び児

童」を「、児童及び高校生等」に改め、同号を同

条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加え

る。 

 (3) 高校生等 １５歳に達した日の翌日以後の
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最初の４月１日から１８歳に達した日以後の

最初の３月３１日までの間にある者をいう。 

 第２条に次の１項を加える。 

２ 前項第５号の場合において、高校生等が何人

からも監護されておらず、区が必要と認めると

きは、当該高校生等本人を保護者とみなす。 

 第３条第１項中「子どもの保護者で」を削り、

同項第１号中「江東区内」を「乳幼児又は児童の

保護者で、江東区内」に改め、同項第２号中「そ

の者」を「乳幼児、児童又は高校生等の保護者で、

その者」に改め、「かつ」の次に「、その者が保

護する子どもの疾病又は負傷について」を加え、

「の規定による被保険者」を削り、「による被扶

養者」を「により医療に関する給付が行われるも

の」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行

日」という。）から施行する。ただし、附則第

４項の規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の江東区子どもの医療

費の助成に関する条例（以下「新条例」とい

う。）の規定は、施行日以後に対象者の保護す

る子どもの疾病又は負傷について国民健康保険

法又は規則で定める社会保険に関する法令（以

下「社会保険各法」という。）の規定により医

療に関する給付が行われた場合について適用し、

施行日前に対象者の保護する子どもの疾病又は

負傷について国民健康保険法又は社会保険各法

の規定により医療に関する給付が行われた場合

については、なお従前の例による。 

３ 施行日の前日において、この条例による改正

前の江東区子どもの医療費の助成に関する条例

第４条第１項の規定により、医療費助成の受給

資格を有している対象者で、施行日において対

象者に該当すべきものは、新条例第４条第１項

の規定により、医療費助成の受給資格を有して

いるものとみなす。 

４ 施行日前においても、新条例第４条第１項に

規定する助成を受ける資格に係る申請の受理及

び医療証の交付は、新条例の規定の例により行

うことができる。 

                    

江東区立児童遊園条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第３６号 

   江東区立児童遊園条例の一部を改正する条

例 

 江東区立児童遊園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 別表同北砂一丁目第二児童遊園の項の次に次の

ように加える。 

同  北砂小名木川児童

遊園 

同  北砂三丁目４番１

７号 

   附 則 

 この条例は、令和４年１０月２４日から施行す

る。 

                    

江東区事務手数料条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第３７号 

   江東区事務手数料条例の一部を改正する条

例 

 江東区事務手数料条例（昭和３３年３月江東区

条例第４号）の一部を次のように改正する。 

別表第６の６３の項中「第８５条第５項」を

「第８５条第６項」に改め、同表６４の項中「第

８５条第６項」を「第８５条第７項」に改め、同

表７５の項中「第８７条の３第５項」を「第８７

条の３第６項」に改め、同表７６の項中「第８７

条の３第６項」を「第８７条の３第７項」に改め、

同表７９の項中「長期優良住宅建築等計画の認

定」を「長期優良住宅建築等計画又は長期優良住

宅維持保全計画（以下「長期優良住宅建築等計画

等」という。）の認定」に、「長期優良住宅建築

等計画認定申請手数料」を「長期優良住宅建築等

計画等認定申請手数料」に、「新築住宅（」を

「長期優良住宅建築等計画に係る新築住宅（」に、

「以下この項及び次項において同じ」を「）（以

下この項及び次項において単に「新築住宅」とい

う」に、「既存住宅（新築住宅以外の住宅をいう。

以下同じ。）」を「新築住宅以外の住宅又は長期

優良住宅維持保全計画に係る住宅（以下これらを

「既存住宅」という。）」に改め、同表８０の項

及び８２の項中「長期優良住宅建築等計画」を

「長期優良住宅建築等計画等」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正す

る条例を公布する。 

令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    



（第 897 号）             江 東 区 公 報    令和 4 年 11月 15日（火曜日） 

 

 

 

4 

◎江東区条例第３８号 

   江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一

部を改正する条例 

 江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例（平成１４年３

月江東区条例第２９号）の一部を次のように改正

する。 

 第１２条第２項第２号中「７３，０９０円」を

「７５，２９０円」に改め、同項第４号中「３６，

５００円」を「３７，６００円」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の

江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例（以下「新条

例」という。）の規定は、令和４年４月１日

（以下「適用日」という。）から適用する。 

（経過措置） 

２ 新条例第１２条第２項第２号及び第４号の規

定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介

護補償について適用し、適用日前に支給すべき

事由が生じた介護補償については、これらの規

定にかかわらず、なお従前の例による。 

                    

江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例を公布す

る。 

令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第３９号 

   江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例（平成１２年３月江東区条例第

４７号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３項中「第２８条の５第１項又は第２

８条の６第２項」を「第２２条の４第１項」に、

「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改め、同条第４項中「再任用短時

間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

第４条第１項ただし書、第５条第１項ただし書

及び同条第２項、第６条第２項並びに第１５条第

１項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の

一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

附則第６条第１項若しくは第２項又は第７条第

１項若しくは第３項の規定により採用された職

員をいう。）は、この条例による改正後の江東

区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例第３条第３項に規定する定年前再

任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定

を適用する。 

                    

江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例を公布する。 

令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第４０号 

   江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例

（平成１２年３月江東区条例第４８号）の一部を

次のように改正する。 

第７条第６項中「当該職員」を「その者」に、

「が職員」を「がその者」に改め、同条第７項を

次のように改める。 

７ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２

条の５第１項の規定により採用された職員（以

下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

の給料月額は、その者に適用される給料表の定

年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給

料月額のうち、その者の属する職務の級に応じ

た額に、勤務時間条例第３条第３項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同条第１項に

規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た

額とする。 

第７条の３を削る。 

第２０条第４項及び第２２条第２号中「再任用

短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。 

第２７条第３項、第３０条第３項、第３１条第

２項及び第３２条の２中「再任用職員」を「定年

前再任用短時間勤務職員」に改める。 

附則第７条中「前条」を「第６条」に改め、同

条を附則第８条とし、附則第６条の次に次の１条

を加える。 

（職員の定年の引上げに関する経過措置） 

第７条 当分の間、職員の給料月額は、その者が

６０歳に達した日後における最初の４月１日
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（第３項において「特定日」という。）以後、

給料表の給料月額のうち、その者の属する職務

の級及び受ける号給に応じた額（この条例その

他の条例の規定により、その者につき当該号給

に応じた額と異なる給料月額が定められている

場合は､当該異なる給料月額）に１００分の７

０を乗じて得た額（その額に、５０円未満の端

数がある場合はこれを切り捨て、５０円以上１

００円未満の端数がある場合はこれを１００円

に切り上げるものとする。）とする。 

２ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しな

い。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律によ

り任期を定めて任用される職員及び常時勤務

を要しない職員 

(2) 地方公務員法第２８条の５第１項又は第２

項の規定により同法第２８条の２第１項に規

定する異動期間（同法第２８条の５第１項又

は第２項の規定により延長された期間を含

む。）を延長された同法第２８条の２第１項

に規定する管理監督職を占める職員 

(3) 地方公務員法第２８条の７第１項又は第２

項の規定により勤務している職員（同法第２

８条の６第１項に規定する定年退職日におい

て前項の規定が適用されていた職員を除

く。） 

３ 地方公務員法第２８条の２第４項に規定する

他の職への降任等をされた職員であって、当該

他の職への降任等をされた日（以下この項及び

第５項において「異動日」という。）の前日か

ら引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、

特定日に第１項の規定によりその者の受ける給

料月額（以下この項において「特定日給料月

額」という。）が異動日の前日にその者が受け

ていた給料月額に１００分の７０を乗じて得た

額（その額に、５０円未満の端数がある場合は

これを切り捨て、５０円以上１００円未満の端

数がある場合はこれを１００円に切り上げるも

のとする。以下この項において「基礎給料月

額」という。）に達しないこととなる職員（人

事委員会が定める職員を除く。）の給料月額は、

当分の間、特定日以後、第１項の規定によりそ

の者の受ける給料月額に基礎給料月額と特定日

給料月額との差額に相当する額を加算した額と

する。 

４ 前項の規定により算出した差額に相当する額

を加算した給料月額がその者の属する職務の級

における最高の号給の給料月額を超える場合に

おける同項の規定の適用については、同項中

「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、

「その者の属する職務の級における最高の号給

の給料月額と第１項の規定によりその者の受け

る給料月額」とする。 

５ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受

ける職員（第１項の規定の適用を受ける職員に

限り、第３項に規定する職員を除く。）であっ

て、同項の規定により算出した差額に相当する

額を加算した給料月額を受けるものとの均衡上

必要があると認められる職員の給料月額は、当

分の間、人事委員会の定めるところにより、第

１項の規定によりその者の受ける給料月額に前

２項の規定に準じて算出した差額に相当する額

を加算した額とする。 

６ 第３項又は前項の規定により算出した差額に

相当する額を加算した給料月額を受ける職員以

外の第１項の規定の適用を受ける職員であって、

任用の事情等を考慮して当該給料月額を受ける

職員との均衡上必要があると認められる職員の

給料月額は、当分の間、人事委員会の定めると

ころにより、同項の規定によりその者の受ける

給料月額に前３項の規定に準じて算出した差額

に相当する額を加算した額とする。 

７ 当分の間、第１項の規定の適用を受ける職員

に対する江東区職員の分限に関する条例第２条

第２項、第３条第１項及び第４項並びに第７条

の規定の適用については、同条例第２条第２項

中「職員」とあるのは「江東区立幼稚園教育職

員の給与に関する条例（平成１２年３月江東区

条例第４８号。以下「給与条例」という。）附

則第７条第１項の規定による場合のほか、職

員」と、同条例第３条第１項中「とする」とあ

るのは「とする。ただし、給与条例附則第７条

第１項の規定による降給は、この限りでない」

と、同条第４項中「ならない」とあるのは「な

らない。ただし、給与条例附則第７条第１項の

規定による降給は、この限りでない」と、同条

例第７条中「とする」とあるのは「とする。た

だし、給与条例附則第７条第１項の規定による

降給は、この限りでない」とする。 

８ 前各項に定めるもののほか、第１項の規定及

び第３項の規定による給料月額その他前各項の

規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が

定める。 

別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用

職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同表再任用職員の項を次のように改める。 

定 年 前  基準給 基準給 基準給 基準給
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再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 

料月額 料月額 料月額 料月額 

２２

９，４

００ 

２６

８，２

００ 

２９

１，３

００ 

３３

０，３

００ 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の江東区立幼稚園教育

職員の給与に関する条例（以下「改正後の条

例」という。）附則第７条の規定は、地方公務

員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６

３号。以下「令和３年改正法」という。）附則

第３条第５項及び第６項の規定により勤務して

いる職員には適用しない。 

３ 令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第

２項又は第５条第１項若しくは第３項の規定に

より採用された職員（以下「暫定再任用常時勤

務職員」という。）の給料月額は、その者が令

和３年改正法による改正後の地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項

又は第２２条の５第１項の規定により採用され

た職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」

という。）であるものとした場合に適用される

給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲

げる基準給料月額のうち、その者の属する職務

の級に応じた額とする。 

４ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定に

より同条第１項に規定する育児短時間勤務の承

認を受けた暫定再任用常時勤務職員（同法第１

７条の規定による短時間勤務をすることとなっ

た暫定再任用常時勤務職員を含む。）に対する

前項の規定の適用については、同項中「とす

る」とあるのは、「に、江東区立幼稚園教育職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平

成１２年３月江東区条例第４７号）第３条第２

項の規定により定められたその者の勤務時間を

同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数

を乗じて得た額（その額に、１円未満の端数が

ある場合は、これを切り捨てる。）とする」と

する。 

５ 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第

２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定に

より採用された職員（以下「暫定再任用短時間

勤務職員」という。）の給料月額は、その者が

定年前再任用短時間勤務職員であるものとした

場合に適用される給料表の定年前再任用短時間

勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、そ

の者の属する職務の級に応じた額に、江東区立

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例（平成１２年３月江東区条例第４７

号）第３条第３項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額（その額に、１

円未満の端数がある場合は、これを切り捨て

る。）とする。 

６ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用

短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第２

０条第４項及び第２２条第２号の規定を適用す

る。 

７ 暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時

間勤務職員（以下「暫定再任用職員」とい

う。）は、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して、改正後の条例第２７条第３項及び第３１

条第２項の規定を適用する。 

８ 改正後の条例第３０条第１項の職員に暫定再

任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額

の総額の算定に係る同条第３項の規定の適用に

ついては、同項中「定年前再任用短時間勤務職

員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職

員及び地方公務員法の一部を改正する法律（令

和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しく

は第２項、第５条第１項若しくは第３項、第６

条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若し

くは第３項の規定により採用された職員」とす

る。 

９ 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例

第１１条、第１２条及び第１４条の規定は、暫

定再任用職員には適用しない。 

１０ 第２項から前項までに定めるもののほか、

この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人

事委員会が定める。 

                    

江東区地区計画の区域内における建築物の制限

に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第４１号 

   江東区地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例の一部を改正する条例 

 江東区地区計画の区域内における建築物の制限

に関する条例（平成１０年１２月江東区条例第５

３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１臨海副都心青海地区地区計画の項中

「平成２６年１０月東京都告示第１３６８号」を

「令和４年６月東京都告示第９４０号」に改める。 
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別表第２臨海副都心青海地区地区整備計画の項

中 

 

 

 

 
「 青

海

２

区

域

Ｐ

街

区 

次に掲げる用途の建築物 

１ 風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律第２

条第６項各号に掲げる店舗型

性風俗特殊営業の用に供する

もの 

２ 法別表第２（ぬ）項に掲げ

るもの 

１０

分の

５０ 

   １４，０

００平方

メ ー ト

ル。ただ

し、ガス

事業にお

けるガバ

ナーステ

ーション

に供する

部分につ

いては、

この限り

でない。 

計 画 図

に 示 す

壁 面 の

位 置 。

た だ

し 、 歩

行 者 専

用 デ ッ

キ の 部

分 を 除

く。 

１ ０

０ メ

ー ト

ル

（ Ａ

．

Ｐ ．

か ら

の 高

さ に

よ

る 。

） 

   

 

」 

を 
「 青

海

１

区

域

Ｔ

２

街

区 

次に掲げる用途の建築物 

１ 風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律第２

条第６項各号に掲げる店舗型

性風俗特殊営業の用に供する

もの 

２ 法別表第２（ぬ）項に掲げ

るもの 

    １５，０

００平方

メートル 

計 画 図

に 示 す

壁 面 の

位 置 。

た だ

し 、 歩

行 者 専

用 デ ッ

キ の 部

分 を 除

く。 

１ １

０ メ

ー ト

ル

（ Ａ

．

Ｐ ．

か ら

の 高

さ に

よ

る 。

） 

   

 

 青

海

２

区

域

Ｐ

街

区 

次に掲げる用途の建築物 

１ 風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律第２

条第６項各号に掲げる店舗型

性風俗特殊営業の用に供する

もの 

２ 法別表第２（ぬ）項に掲げ

るもの 

１０

分の

５０ 

   １４，０

００平方

メ ー ト

ル。ただ

し、ガス

事業にお

けるガバ

ナーステ

ーション

に供する

部分につ

いては、

この限り

でない。 

計 画 図

に 示 す

壁 面 の

位 置 。

た だ

し 、 歩

行 者 専

用 デ ッ

キ の 部

分 を 除

く。 

１ ０

０ メ

ー ト

ル

（ Ａ

．

Ｐ ．

か ら

の 高

さ に

よ

る 。

） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区地下鉄８号線建設基金条例の一部を改正

する条例を公布する。 
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令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第４２号 

   江東区地下鉄８号線建設基金条例の一部を

改正する条例 

 江東区地下鉄８号線建設基金条例（平成２２年

３月江東区条例第２１号）の一部を次のように改

正する。 

 題名を次のように改める。 

   江東区地下鉄８号線建設等基金条例 

 第１条中「８号線の建設」の次に「、沿線のま

ちづくり等」を加え、「建設基金」を「建設等基

金」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第４３号 

   江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例 

 江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例（昭和３１年１１月江東区条例第１４

号）の一部を次のように改正する。 

第４条の見出し中「退職」の次に「、長期欠席

等」を加え、同条に次の２項を加える。 

４ 役職議員及び議員がその任期中に長期欠席

（一の定例会の開会の日から当該定例会の閉会

の日までの間に開かれる会議及び委員会（以下

「会議等」という。）の全てを欠席することを

いう。以下同じ。）をしたときは、当該定例会

の閉会の日の属する月の翌月以後に支給する議

員報酬は、支給しない。ただし、当該長期欠席

が次に掲げる事由による場合は、この限りでな

い。 

(1) 公務上の災害又は通勤による災害 

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成１０年法律第１１４

号）第１８条第１項に規定する患者又は無症

状病原体保有者であること。 

(3) 出産 

(4) 前３号に掲げる事由に類するものとして議

長が認めるもの 

(5) 病院又は診療所への入院及び退院後の療養

であって、医師の診断書の提出があり、やむ

を得ないものとして議長が認めるもの 

５ 前項本文の規定は、当該役職議員及び議員が、

議員報酬を支給されないこととされた月以後に

会議等に出席した日の属する月（当該月が議員

報酬を支給されないこととされた月と同一の月

である場合は、その翌月）以後の議員報酬につ

いては、これを適用しない。 

第４条の次に次の１条を加える。 

第４条の２ 役職議員及び議員が刑事事件の被疑

者又は被告人として逮捕され、勾留され、その

他身体を拘束する処分を受けたときは、当該処

分を受けた日から解かれた日までの期間（以下

「逮捕等の期間」という。）の議員報酬の支給

を停止する。この場合において、支給を停止す

べきであった議員報酬であって、既に支給され

たものがあるときは、当該支給を受けた役職議

員及び議員は、当該処分を解かれた日の翌月末

日までにこれを返納しなければならない。 

２ 前項の規定により議員報酬の支給を停止され

た役職議員及び議員が、当該停止に係る刑事事

件について、次の各号のいずれかに該当するこ

ととなったときは、当該停止していた期間の議

員報酬を支給する。その時点において、役職議

員及び議員が江東区議会議員としての職を退い

ている場合も同様とする。 

(1) 公訴を提起しない処分が行われたとき。 

(2) 無罪の判決が確定したとき。 

３ 第１項の規定により議員報酬の支給を停止さ

れた場合で当該停止に係る刑事事件に関して有

罪の判決が確定したときは、次に掲げる議員報

酬は、支給しない。 

(1) 第１項の規定によりその支給を停止した議

員報酬 

(2) 当該判決において言い渡された刑の執行と

して刑事施設に収容された期間の開始の日か

らその終了の日までの各日分に相当する議員

報酬 

４ 前項第２号の場合において、同号に定める議

員報酬のうち、既に支給されたものがあるとき

は、当該支給を受けた役職議員及び議員は、当

該刑の執行が言い渡された日の翌月末日までに

これを返納しなければならない。 

第８条第２項中「の期間」の次に「（以下本条

においてこれらの期間を「基準期間」とい

う。）」を加え、同条第３項中「第１項の基準日

以前３月以内（基準日が１２月１日であるときは、

６月以内）の期間」を「基準期間」に改め、同条

中第５項を第１０項とし、第４項の次に次の５項

を加える。 
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５ 役職議員及び議員が基準期間中に長期欠席を

し、第４条第４項本文の規定が適用された場合

の期末手当の額は、第２項及び第３項の規定に

かかわらず、第２項及び第３項の規定により算

出された額から、当該額に基準期間における議

員報酬が支給されなかった月数を基準期間の在

職期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を

減じた額とする。 

６ 役職議員及び議員が基準期間中に第４条の２

に掲げる事由に該当し、同条の規定が適用され

た場合は、第２項及び第３項の規定にかかわら

ず、第２項及び第３項の規定により算出された

額から、当該額に基準期間において議員報酬の

支給が停止された日数を基準期間の在職期間の

日数で除して得た額を乗じて得た額の期末手当

の支給を停止する。この場合において、支給を

停止すべきであった期末手当であって、既に支

給されたものがあるときは、当該支給を受けた

役職議員及び議員は、基準日の翌月末日までに

これを返納しなければならない。 

７ 前項の規定により期末手当の支給を停止され

た役職議員及び議員が、当該停止に係る刑事事

件について、次の各号のいずれかに該当するこ

ととなったときは、当該停止していた分の期末

手当を支給する。その時点において、役職議員

及び議員が江東区議会議員としての職を退いて

いる場合も同様とする。 

(1) 公訴を提起しない処分が行われたとき。 

(2) 無罪の判決が確定したとき。 

８ 第６項の規定により期末手当の支給を停止さ

れた場合で当該停止に係る刑事事件に関して有

罪の判決が確定したときは、次に掲げる期末手

当は、支給しない。 

(1) 第６項の規定によりその支給を停止した期

末手当 

(2) 当該判決において言い渡された刑の執行と

して刑事施設に収容された期間の開始の日か

らその終了の日までの各日分に相当する期末

手当 

９ 前項第２号の場合において、同号に定める議

員報酬のうち、既に支給されたものがあるとき

は、当該支給を受けた役職議員及び議員は、当

該刑の執行が言い渡された日の翌月末日までに

これを返納しなければならない。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の江東区議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例第４条の２

及び第８条第６項から第８項までの規定は、こ

の条例の施行の日以後、役職議員又は議員が刑

事事件の被疑者又は被告人として逮捕され、勾

留され、その他身体を拘束する処分を受ける場

合について適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第 897 号）             江 東 区 公 報    令和 4 年 11月 15日（火曜日） 

 

 

 

10 

規 則 

 

 江東区保育所等における保育に関する規則の一

部を改正する規則を公布する。 

  令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第７８号 

   江東区保育所等における保育に関する規則

の一部を改正する規則 

江東区保育所等における保育に関する規則（平

成１０年３月江東区規則第２１号）の一部を次の

ように改正する。 

別記第２号様式を次のように改める。 
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別記第２号様式（第５条関係）
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令和 4年 11 月 15日（火曜日）     江 東 区 公 報            （第 897号） 

 

 

 

13 

別記第８号様式を次のように改める。  
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別記第８号様式（第１１条関係） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区保育所等における保育に関する規則の
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別記様式による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

                    

 江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行

規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第７９号 

   江東区子どもの医療費の助成に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 

 江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行

規則（平成４年１２月江東区規則第６２号）の一

部を次のように改正する。 

 第５条第１項第３号中「その他区長」を「前３

号に掲げるもののほか、区長」に改め、同号を同

項第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 (3) 申請者及び配偶者の前年及び前々年の所得

の状況を証する書類（高校生等に係る申請の

場合に限る。） 

 第５条第３項中「達する日後」を「達した日以

後」に、「定める」を「規定する」に改め、同項

を同条第４項とし、同条第２項中「別記第３号の

２様式」の次に「、高校生等にあっては別記第３

号の３様式」を加え、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者が児童手当

法（昭和４６年法律第７３号）第４条第１項第

１号に該当し、児童手当の支給を受けている場

合において、当該児童手当の児童手当認定通知

書又は児童手当支払通知書を提示するときは、

前項第３号の書類の添付を省略することができ

る。 

 第５条に次の１項を加える。 

５ 区長は、第３項又は前項の規定により児童に

係る医療証の交付を受けた者が、当該児童が１

５歳に達した日以後の最初の４月１日において

高校生等に該当し、かつ、条例第３条に規定す

る対象者に引き続き該当するときは、当該対象

者に対し高校生等に係る医療証を交付するもの

とする。 

 第６条第１項中「６歳に達する日以後におけ

る」を「６歳に達した日以後の」に、「１５歳に

達する日以後における最初の３月３１日」を「１

５歳に達した日以後の最初の３月３１日、高校生

等にあっては１８歳に達した日以後の最初の３月

３１日」に改める。 

 別記第１号様式を次のように改める。 
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別記第１号様式（第５条関係） 

 別記第３号様式及び別記第３号の２様式中 
「 子

ど

も 

氏 名    

 生年月日 年  月  日生  」 

を 
「 子

ど

も 

氏 名   

 生年月日 年  月  日生  」 

に改める。 

別記第３号の２様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第３号の３様式（第５条関係） 

別記第９号様式を次のように改める。  
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別記第９号様式（第１０条関係） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日（以下「施行

日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の江東区子どもの医療

費の助成に関する条例施行規則（以下「新規

則」という。）の規定は、施行日以後に行われ

る医療に関する給付に係る医療費の助成につい

て適用し、施行日前に行われた医療に関する給
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付に係る医療費の助成については、なお従前の

例による。 

（準備行為） 

３ 新規則第５条の規定による高校生等に係る医

療証の交付の申請、当該医療証の交付その他の

手続は、施行日前においても行うことができる。 

                    

 江東区夢の島総合運動場条例施行規則の一部を

改正する規則を公布する。 

  令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第８０号 

   江東区夢の島総合運動場条例施行規則の一

部を改正する規則 

江東区夢の島総合運動場条例施行規則（平成２

１年３月江東区規則第３５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４条第３項中「又は江東区」を「、江東区」

に改め、「第４号様式）」の次に「又は江東区夢

の島スケートボードパーク回数券（別記第４号の

２様式）」を加える。 

第９条第２項中「利用料等還付請求書」を「利

用料金還付請求書」に改める。 

 別記第１号様式・別記第７号様式及び別記第２

号様式を次のように改める。 

 

 

 

http://172.31.1.51/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://172.31.1.51/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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別記第１号様式（第３条関係）・別記第７号様式 （第８条関係） 
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別記第２号様式（第４条関係） 

 
別記第４号様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第４号の２様式（第４条関係）  

 別記第５号様式及び別記第６号様式を次のよう

に改める。 
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別記第５号様式（第４条関係） 
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別記第６号様式（第５条関係） 

 別記第８号様式を次のように改める。 
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別記第８号様式（第９条関係） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年１１月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区夢の島総合運動場条例施行規則の別記

様式による用紙で、現に残存するものは、所要

の修正を加え、なお使用することができる。 

                    

 江東区介護保険条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    
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◎江東区規則第８１号 

   江東区介護保険条例施行規則の一部を改正

する規則 

 江東区介護保険条例施行規則（平成１２年３月

江東区規則第２４号）の一部を次のように改正す

る。 

 別記第１７号様式を次のように改める。 

別記第１７号様式（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 別記第２２号様式中 

「 生年

月日 
年  月  日 性 別 

 

」 

を 

「 生年

月日 
年  月  日 

」 

に、 

「 生年月日 性 別  

 年  月  日   」 

を 

「 生年月日  

 年  月  日  」 

に改める。 

 別記第２２号の２様式及び別記第２２号の３様

式を次のように改める。 
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別記第２２号の２様式（第２３条の２関係） 
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別記第２２号の３様式（第２３条の２関係） 

 
 別記第２７号様式を次のように改める。 
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別記第２７号様式（第２８条関係） 
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（第 897 号）             江 東 区 公 報    令和 4 年 11月 15日（火曜日） 

 

 

 

32 

 別記第３２号様式中 
「 生年

月日 
年  月  日 

性

別 
男・女 

 

 住所 〒 

江東区 

電話番号  （   ）   」 

を 
「 生年

月日 
年  月  日 

 

 住所 〒 

江東区 

電話番号  （   ）   」 

に改める。 

 別記第３６号様式中 
「 生年

月日 
年  月  日 性 別 男・女 

」 

を 
「 生年

月日 
年  月  日 

」 

に改める。 

 別記第３９号様式を次のように改める。 
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別記第３９号様式（第３３条関係） 

 別記第４０号様式中 
「 

氏 名 
男 

女 
  年  月 日 

」 

を 
「 氏 名    年  月 日 」 

に改める。 

 別記第４１号様式中 
「 氏 名 

 

   

生年月日  

 
 

男 

女 

  

年  月  日 」 

を 

「 氏 名 

 

   

生年月日  

 
 

   

年  月  日 」 

に改める。 

 別記第４２号様式を次のように改める。 
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別記第４２号様式（第３４条関係）  

 別記第４４号様式中「つぎの」を「次の」に、

「届出ます」を「届け出ます」に、 

「 被保険

者氏名 

 
性 別 男・女 

 

 世帯主

氏名 
 

世帯主と

の続柄 
 

 

 生年 

月日 
年 月 日 性 別 男・女 

」 

を 
「 被保険

者氏名 
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 世帯主

氏名 
 

世帯主と

の続柄 
 

 

 生年 

月日 
年 月 日 

」 

に改める。 

 別記第４７号様式を次のように改める。 
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別記第４７号様式（第３９条関係） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区介護保険条例施行規則の別記様式によ

る用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

                    

 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則を公布する。 

  令和４年１０月３１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    
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◎江東区規則第８２号 

   江東区個人番号の利用並びに特定個人情報

の利用及び提供に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例施行規則（平成２７年１

２月江東区規則第７６号）の一部を次のように改

正する。 

別表第２の４７の項を次のように改める。 
４

７ 

江東区子

どもの医

療費の助

成に関す

る条例第

４条の医

療証の交

付の申請

に係る事

実につい

ての審査

に関する

事務 

当該申請に係る子どもに係る国民

健康保険等被保険者資格関係情報 

当該申請を行う者又は当該者の配

偶者に係る市町村民税に関する情

報 

当該申請に係る子どもに係る生活

保護実施関係情報 

当該申請に係る子どもに係る外国

人生活保護実施関係情報 

当該申請を行う者又は当該者の配

偶者に係る児童手当法第８条第１

項の児童手当又は特例給付の支給

に関する情報 

当該申請に係る子どもに係る江東

区ひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例による医療証の資格

に関する情報 

江東区子

どもの医

療費の助

成に関す

る条例第

８条の医

療証の交

付の変更

の届出に

係る事実

について

の審査に 

関する事

務 

当該届出に係る子どもに係る国民

健康保険等被保険者資格関係情報 

当該届出を行う者又は当該者の配

偶者に係る市町村民税に関する情

報 

当該届出に係る子どもに係る生活

保護実施関係情報 

当該届出に係る子どもに係る外国

人生活保護実施関係情報 

当該届出を行う者又は当該者の配

偶者に係る児童手当法第８条第１

項の児童手当又は特例給付の支給

に関する情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該届出に係る子どもに係る江東

区ひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例による医療証の資格

に関する情報 

江東区子

どもの医

療費の助

成に関す

る条例施

行 規 則

（平成４

年１２月

江東区規

当該資格の消滅に係る子どもに係

る国民健康保険等被保険者資格関

係情報 

当該資格の消滅に係る子どもに係

る生活保護実施関係情報 

当該資格の消滅に係る子どもに係

る外国人生活保護実施関係情報 

当該資格の消滅に係る子どもに係

る江東区ひとり親家庭等の医療費

 

 

則第６２

号）第１

１条の資

格の消滅

に係る事

実につい

ての審査

に関する

事務 

の助成に関する条例による医療証

の資格に関する情報 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区立都市公園条例施行規則の一部を改正す

る規則を公布する。 

  令和４年１０月３１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第８３号 

   江東区立都市公園条例施行規則の一部を改

正する規則 

江東区立都市公園条例施行規則（昭和５２年６

月江東区規則第２４号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第２江東区立仙台堀川公園の項を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和４年１２月２９日から施行す

る。 

                    

 江東区特別区税条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和４年１０月３１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第８４号 

   江東区特別区税条例施行規則の一部を改正

する規則 

江東区特別区税条例施行規則（昭和４０年３月

江東区規則第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

第２４条第１項第１号中「東京手形交換所に加

入している銀行（代理交換委託者を含む。以下

「所在地の銀行」という。）」を「区の指定金融

機関が加入している手形交換所に加入している銀

行」に改め、同項第２号中「支払場所を所在地の

銀行」を「区の指定金融機関が加入している手形

交換所に加入している銀行を支払場所」に改める。 

附 則 

この規則は、令和４年１１月４日から施行する。 
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告 示 

 

◎江東区告示第３０５号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

９条の規定に基づき許可した下記の開発行為に関

する工事は完了した。 

令和４年１０月７日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 
１  開発区域

又は工区に

含まれる地

域の名称 

江東区北砂七丁目９５０番１及び同

番１０ 

２  許可を受

けた者の住

所・氏名 

千代田区丸の内２丁目４番１号 

株式会社オープンハウス・ディベ

ロップメント 

代表取締役 福岡 良介 

                   

◎江東区告示第３０８号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に

基づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法

第３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第

５８条の１１第１号の規定により下記のとおり告

示する。 

令和４年１０月１２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

施設名 所在地 確認年月日 
施設等

の種類 

一時預かり

専門託児ル

ーム「ろば

の子」 

江東区白河二

丁目１３番１

２号ビル・ア

キスリング２

０２号 

令和４年６

月６日 

認可外

保育施

設 

                    

◎江東区告示第３０９号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和４年１０月１２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 介護保険事業所番号 

０８７０８００７８６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

デイサービスここいち龍ケ崎 

茨城県龍ケ崎市白羽４‐４‐６ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社いっしん 

茨城県かすみがうら市稲吉２‐１８‐１５ 

代表取締役 川島 正行 

４ 廃止年月日 

令和４年３月２４日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第３１０号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和４年１０月１２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 介護保険事業所番号 

０８７３０００１９４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

デイサービスここいち神立 

茨城県かすみがうら市稲吉２‐１７‐３９ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社いっしん 

茨城県かすみがうら市稲吉２‐１８‐１５ 

代表取締役 川島 正行 

４ 廃止年月日 

令和３年９月３０日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第３２２号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和４年１０月１８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

〔別紙省略〕 
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◎江東区告示第３２４号 

 令和４年１０月２１日江東区議会において認定

された下記の令和３年度江東区各会計歳入歳出決

算の要領を、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２３３条第６項の規定に基づき、監査委員

の意見と併せて、各会計歳入歳出決算書のとおり

公表する。 

令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 令和３年度江東区一般会計歳入歳出決算 

２ 令和３年度江東区国民健康保険会計歳入歳出

決算 

３ 令和３年度江東区介護保険会計歳入歳出決算 

４ 令和３年度江東区後期高齢者医療会計歳入歳

出決算 

５ 令和３年度江東区各会計決算審査意見書・江

東区各基金運用状況審査意見書・江東区財政健

全化審査意見書 

                    

◎江東区告示第３２５号 

 令和４年１０月２１日、江東区議会の議決を経

た、令和４年度補正予算を地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づ

き、次のとおり公表する。 

令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 令和４年度江東区一般会計補正予算（第３

号） 

２ 令和４年度江東区介護保険会計補正予算（第

１号） 
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令和４年度江東区一般会計補正予算（第３号） 

令和４年度江東区一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 23,218,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 257,977,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加及び変更は、「第２表債務負担行為補正」による。
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第１表 歳入歳出予算補正 

歳入 
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歳出 
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第２表 債務負担行為補正 

追加 

 

 

 

 

変更 
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令和４年度江東区介護保険会計補正予算（第１号） 

令和４年度江東区介護保険会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 902,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 39,663,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「別表歳入歳出予算補正」による。 
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別表 歳入歳出決算 

歳入 
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歳出 

 
                    

◎江東区告示第３２６号 

 令和４年１０月２１日、江東区議会の議決を経

た、令和４年度補正予算を地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づ

き、次のとおり公表する。 

令和４年１０月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 令和４年度江東区一般会計補正予算（第４

号） 
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令和４年度江東区一般会計補正予算（第４号） 

令和４年度江東区一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 3,036,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 261,013,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「別表歳入歳出予算補正」による。 
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別表 歳入歳出予算補正 

歳入 

 
 

歳出 

 
                    

◎江東区告示第３２９号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和４年１１月１日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

令和４年１１月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

整理

番号 
路線名 供用開始の区間 備考 

１ 深９７号 

江東区富岡一丁目３１番

１先から 

江東区富岡一丁目３１番

２先まで 

なし 
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◎江東区告示第３３０号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和４年１１月２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 介護保険事業所番号 

１３９０８００４５４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

すこやか楽リハ塾 

東京都江東区北砂五丁目１７番３６号４階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

有限会社すこやか 

東京都江東区北砂五丁目１７番３６号 

代表取締役 矢内 誠 

４ 廃止年月日 

令和４年１０月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第３３１号 

介護保険法第７８条の２第１項及び第１１５条

の１２第１項の規定により指定地域密着型サービ

ス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事

業者を指定したので、同法第７８条の１１及び第

１１５条の２０の規定に基づき、下記のとおり告

示する。 

令和４年１１月２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３９０８００５９５ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  グループホームきらら亀戸 

   東京都江東区亀戸六丁目３２番１５号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  スターツケアサービス株式会社 

   東京都江戸川区中葛西三丁目３７番４号 

代表取締役 山﨑 千里 

４ 指定年月日 

令和４年１１月１日 

５ サービスの種類 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第１７号 

 下記により、令和４年第１０回江東区教育委員

会定例会を招集する。 

  令和４年１０月１８日 

江東区教育委員会         

教育長  本 多 健一朗   

記 

１ 日時 令和４年１０月２1日（金） 

午前１０時 

２ 場所 教科書センター（江東区教育センター

内） 

３ 報告事項 

(1) 令和４年第３回区議会定例会（教育委員会

関係）について ほか 

                    

◎江東区教育委員会告示第１８号 

江東区文化財保護条例（昭和５５年１０月江東

区条例第３２号）第５条の規定に基づき、下記に

ついて江東区登録無形文化財の登録及び保持者認 

定を解除する。 

令和４年１１月１日 

江東区教育委員会 

記 

１ 登録及び保持者認定の解除 

無形文化財（工芸技術） 

(1) 提灯製作 

    江東区森下２ 

     渋沢 昭男 死亡のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第１２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和４年度第２回定期財務監査の結果を

別紙のとおり公表する。 

令和４年１０月１７日 

江東区監査委員 松 土 英 男 

同       藏 田 朝 彦 

同        中 嶋 雅 樹 

同        白 岩 忠 夫 

〔別紙〕 
 

令和４年度第２回定期財務監査報告書 

第１ 監査の範囲 

１ 監査の対象範囲 

  (1) 令和３年度一般会計 

  (2) 令和３年度国民健康保険会計 

  (3) 令和３年度介護保険会計 

  (4) 令和３年度後期高齢者医療会計 

  (5) 内部統制に関する事項 

 ２ 監査の対象部（局・室・所） 

   政策経営部、総務部、危機管理室、地域振

興部、区民部、福祉部、障害福祉部、生活支

援部、健康部（保健所）、こども未来部、環

境清掃部、都市整備部、土木部、会計管理

室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務

局、区議会事務局、監査事務局 
３ 監査の実施期日 

令和４年６月２日から同年７月２９日まで

の計３５日間 

第２ 監査の手続 

令和３年度各会計歳入歳出予算の執行状況

についての資料を対象部（局・室・所）から

求め、監査当日は、関係職員の説明を聴取し

つつ、関係書類及び帳簿との照査突合等、必

要と認める監査を実施した。また、今年度

は、消費者センター、江東区保健所、道路事

務所及び深川保健相談所の現地視察を行っ

た。 

監査対象工事については、工事概要調書及

び工事工程表等の資料を併せて求め、監査当

日は、工事概要等の説明、質疑応答等を行っ

た後、各工事現場で説明を聴取しつつ、関係

書類との照査突合等、必要と認める監査を実

施した。今年度は、児童向け複合施設新築工

事（江東区こどもプラザ）、東陽七丁目道路

改良工事、仙台堀川公園改修工事（Ａ‐

２）、江東区立南砂中学校校舎その他改修工

事について、各現場視察を行った。 
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また、内部統制に関する事項として、令和

元年度に実施した行政監査「財務事務に係る

内部統制の現状と課題について」及びその後

の定期財務監査の報告書において課題として

言及した事項に対する令和３年度における取

組みについて、政策経営部（行政管理担当）

及び会計管理室を対象として、書面及び聞き

取りによる監査を実施した。 

第３ 監査の主眼点 

財務事務に関しては予算の執行、収入、支

出、契約等が、工事に関しては設計、積算、

契約、施工、検査等が、適正かつ効率的に行

われているかどうかについて監査を実施し

た。 

なお、今年度は、現金取扱事務（現金出納

簿の整理等）を重点監査項目として監査を実

施した。 

また、内部統制に関する事項については、

令和元年度行政監査及びその後の定期財務監

査報告書において言及した課題等に対する取

組み状況を把握することを主眼に、監査を実

施した。 

第４ 監査の結果 

財務事務全般にわたり、法令等に従い、お

おむね適正かつ効率的に執行又は処理されて

いると認められたが、一部において別項指摘

事項のような事実が認められたので、意見を

付す。 

なお、監査の際に散見された事務上の軽微

な誤りについては、関係各課に対し、口頭で

改善を促した。 

また、内部統制に関する事項については、

今後の取組み等について別項で意見を付す。 

第５ 指摘事項 

１ 契約書の特記条項に則った適正な事務処理

を行うべきもの（政策経営部情報システム

課） 

情報システム課では、庁内ＬＡＮやインタ

ーネット環境に関わるシステムなど様々な保

守・改修等の業務を事業者に委託している

が、契約書に付された「個人情報の取扱いに

関する特記条項」には再委託を禁止する旨が

明記されているにもかかわらず再委託してい

る事例や、業務の一部を再委託することが可

能とされている契約において、同特記条項に

定める誓約書や各種届書等が再委託先から適

切に徴取されていない事例等が散見された。 

また、同課は平成２８年度から平成３０年

度までの定期監査において、同特記条項の取

扱いに関して毎年度注意を受けてきたほか、

令和元年度には指摘事項とされている。その

後の措置については「管理方法を見直し、チ

ェックリストを作成し、ダブルチェックを行

うことで、管理の徹底を図る。」と報告され

ているが、今回指摘事項となった事実に鑑み

ると、改善が図られているとは言い難く、誠

に遺憾である。 

同課は、全庁に対して、情報セキュリティ

実施手順の順守について指導している立場に

あることも踏まえ、自らの管理する情報につ

いても厳格に取り扱う必要がある。同課が取

り扱うすべての委託事業の契約条項が実態に

即した適切なものになっているかを含めて総

点検し、確実な再発防止策を講じられたい。 

２ 支出事務を遅滞なく行うべきもの（こども

未来部保育課） 

以下に示す保育園の敷地については、いず

れも東京都より賃借しており、賃料は３ヶ月

毎に年４回定められた支払期限までに、請求

に基づいて支払う旨の契約となっている。 

保育園名 

４月～６月

分賃料（３

ヶ月分） 

請求書（納

入通知書） 

の日付 

太陽の子森

下三丁目保

育園 

２７４，５

３８円 

令和３年４

月２１日 

タムスわん

ぱく保育園

木場 

３４３，７

７１円 

令和３年４

月２１日 

小名木川保

育園 

２，７１

０，５７０

円 

令和３年４

月２２日 

同契約に基づく令和３年４月から６月分の

賃料（３ヶ月分）の請求書については、保育

課からの報告によると同年４月２６日頃まで

には同課に到達し、支払期限は同契約に基づ

き同年５月３１日とされていたが、支払期限

に余裕のある他の請求書類と混同し、支払期

限を過ぎるまで存在に気が付かなかった。 

その結果、同賃料は支払期限から１１日を

過ぎて支払われたため、同契約に基づいて年

１４．６％で算定した延滞金１４，６１９円

が発生した。 

本件指摘事項は、本来支出する必要のない

延滞金を支出することで、区に損害を生じさ

せたものであり、区政に対する区民の信頼を

損ねるものである。 

また、同課は平成２９年度の定期監査報告

書においても賃借料の支払い遅延による延滞

金が３５，４８９円発生していたこと等につ

いて指摘事項となっている。その後の措置に

ついては「年間を通して執行事務手続きの漏

れがないようスケジュール管理を徹底し、適

正な事務処理を行う。」と報告されている

が、今回指摘事項となった事実に鑑みると、

十分な改善が図られているとは言い難い。 

今後は、会計処理にあたって遅滞や遺漏

が生じないよう、課内におけるチェック体
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制を総点検し、確実な再発防止策を講じら

れたい。 

第６ 監査委員意見 

１ 重点監査項目について 

今年度は、昨年度に引き続き現金取扱事務

（現金出納簿の整理等）を重点監査項目とし

て監査を実施した。その結果、法令等に従っ

て概ね適正に処理されていることを確認した

が、一部の課においては以下のような不適正

な事例が見られた。 

  (1) 現金出納簿の記帳誤り等 

   ① 記帳が年度の途中で途絶えており、年

度の締め処理がされていない。 

   ② 現金出納簿が事業別に作成されていな

い。 

   ③ 現金で切手等を購入しているが、現金

出納簿を作成していない。 

   ④ 記帳されている金額や日付が、預金通

帳や領収書などの証憑書類と一致しな

い。 

   ⑤ 累計欄や残額欄についても、記帳され

ている金額の誤りや記帳漏れがある。 

  (2) 現金の取扱いに関わるその他の不適切な

事例 

   ① 領収書の控に連番が付されていない例

や、連番の誤記や重複が見られた例があ

り、受領した現金が確実に納付されてい

ることが確認できない。 

   ② 前渡金の支払いが支払期間を超過して

いる。 

   ③ タクシー代等の支払いにあたり、他の

経費による立替え払いをしている。 

こうした事例の多くは、現金を取り扱う職

員が現金出納簿の意義と必要性を理解してい

ないほか、所属におけるチェック体制が不十

分であることも起因していると思料される。 

現金取扱いに関しては、昨年度の第２回定

期財務監査において指摘事項となった手数料

未納付の発生や、昨年度の第４回定期財務監

査において監査委員意見として言及した、年

度を超えた未精算金の発生についても、いず

れも現金出納簿が正しく記帳されていなかっ

たことが起因している。 

現金出納簿の整理については、「金銭会計

事務の手引き」や「基本事務マニュアル」に

おいても記入例とともに説明されているとこ

ろであるが、これらのマニュアルが有効に活

用されていないことは誠に残念である。 

各課におかれては、江東区会計事務規則

等、事務の根拠となる規定や現金出納簿の記

帳方法を改めて確認するとともに、チェック

体制が組織的なものとなっているかを含めて

再点検されたい。 

また、本件の制度所管である会計管理室に

おかれては、現金を取り扱うにあたっての注

意点とともに、現金出納簿の意義と必要性も

含めて周知徹底を図られたい。 

２ 個人情報を取り扱う業務の委託について 

個人情報を取り扱う業務の委託について

は、昨年までも多くの課に対して注意を促し

ているところであるが、本監査においても前

述の指摘事項のほか、多くの課において以下

のような例が見られた。 

  (1) 個人情報の取扱いに関する特記条項に定

められた各種届書や誓約書が徴取されてい

な 

  (2) 個人情報を取り扱う可能性がある業務の

委託契約について、同特記条項が添付され

ていない。 

  (3) 同特記条項から、誓約書の徴取に関する

条項が省かれている。 

  (4) 再委託を禁止する旨が明記された委託業

務において、再委託されている。 

  (5) 業務の一部の再委託が認められている委

託業務について、再委託承認申請書に再委

託する業務範囲が明記されていない。 

  (6) 再委託先事業者から、同特記条項に定め

られた各種届書や誓約書が徴取されていな

い。 

他の自治体においては、個人情報の取扱い

に係る事件に関し、委託先事業者が他の事業

者へ再委託した後、更に他の事業者に再々委

託をしている、いわゆる「多重下請け」の状

況にあることを委託元である自治体が把握し

ていなかったことも問題点として指摘されて

いる。 

各課におかれては、個人情報を取り扱う業

務の委託について、委託先における業務執行

の実態（特に再委託の実態）が契約内容に則

った適正なものであるか、改めて確認された

い。 

また、本件の制度所管である広報広聴課に

おかれては、個人情報を取り扱う各業務委託

の契約条項の実態を点検するほか、各課に対

しては個人情報の取扱いに関する特記条項の

意義や注意点等について改めて周知徹底を図

るなど、事故を未然に防ぐための方策を検討

されたい。 

３ 内部統制に関する事項について 

会計事務に関する内部統制については、研

修の実施やマニュアルの充実、システムの改

修や検討が引き続き進められており、会計事

務の適正執行に向けた効果を期待したい。今

後とも内部統制体制の検討状況を踏まえなが

ら、さらに実効性の高いモニタリング手法に

ついて引き続き検討を進められたい。 

また、全庁的な内部統制体制の整備につい

ては、本監査においても具体的な進展状況が
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確認できなかった。 

内部統制は、行政の「品質保証」とも言え

るものであり、区民等に対して区が適正に業

務を遂行していることを明確に示すために

は、内部統制を各部署に委ねるのではなく、

全庁的な取組みとして推進する必要がある。 

これを実効性あるものにするためには、ま

ず、内部統制制度を統括する部署を明確に定

めることが必要であり、内部統制を推進する

部署と評価する部署をそれぞれ定めることも

考えられる。 

本件の制度所管である企画課におかれて

は、職員の業務負担や費用対効果も考慮しな

がら、組織の整備についてさらに検討を進め

られたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和４年第３回定例会） 

９月１４日から１０月２１日まで会期３８日間

にわたって開会した令和４年第３回江東区議会定

例会において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

議案第５８号 令和４年度江東区一般会計補

正予算（第３号） 

議案第５９号 令和４年度江東区介護保険会

計補正予算（第１号） 

議案第６０号 保育所の指定管理者の指定に

ついて 

議案第６１号 児童館の指定管理者の指定に

ついて 

議案第６２号 障害者福祉センターの指定管

理者の指定について 

議案第６３号 区立都市公園の指定管理者の

指定について 

議案第６４号 水上バスステーションの指定

管理者の指定について 

議案第６５号 自転車駐車場の指定管理者の

指定について 

議案第６６号 福祉会館の指定管理者の指定

について 

議案第６７号 高齢者在宅サービスセンター

の指定管理者の指定について 

議案第６８号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第６９号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第８１号 江東区夢の島総合運動場条例

の一部を改正する条例 

議案第８２号 江東区子どもの医療費の助成

に関する条例の一部を改正す

る条例 

議案第８３号 江東区立児童遊園条例の一部

を改正する条例 

議案第８４号 江東区事務手数料条例の一部

を改正する条例 

議案第８５号 江東区立学校の学校医、学校

歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する条例の一部

を改正する条例 

議案第８６号 江東区立幼稚園教育職員の勤

務時間、休日、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例 
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議案第８７号 江東区立幼稚園教育職員の給

与に関する条例の一部を改正

する条例 

議案第８８号 江東区地区計画の区域内にお

ける建築物の制限に関する条

例の一部を改正する条例 

議案第８９号 江東区地下鉄８号線建設基金

条例の一部を改正する条例 

議案第９０号 令和４年度江東区一般会計補

正予算（第４号） 

（以上１０月２１日原案可決） 

２ 選任同意（区長提出） 

議案第９１号 江東区教育委員会委員選任同

意方について 

鈴 木 清 人 

（１０月２１日同意） 

３ 議案（議員提出） 

議員提出議案第１８号 江東区議会議員の議

員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一

部を改正する条例 

議員提出議案第１９号 固定資産税及び都市

計画税の軽減措置の

継続を求める意見書 

議員提出議案第２０号 動物愛護施策の更な

る充実を求める意見

書 

議員提出議案第２１号 女性デジタル人材育

成を強力に推進する

ための支援を求める

意見書 

議員提出議案第２２号 東京都後期高齢者医

療広域連合議会議員

の選挙における候補

者の推薦について 

（以上１０月２１日原案可決） 

４ 認定 

認定案第１号 令和３年度江東区一般会計歳

入歳出決算 

認定案第２号 令和３年度江東区国民健康保

険会計歳入歳出決算 

認定案第３号 令和３年度江東区介護保険会

計歳入歳出決算 

認定案第４号 令和３年度江東区後期高齢者

医療会計歳入歳出決算 

（以上１０月２１日認定） 

５ 請願・陳情 

４陳情第１５号 失語症者向け意思疎通支援

者派遣に関する陳情 

４陳情第３３号 固定資産税及び都市計画税

の軽減措置の継続について

意見書の提出に関する陳情

（同一趣旨の陳情外１件４

陳情第３４号） 

（以上１０月２１日採択） 

１陳情第５８号の２ 江東区の南北交通網の

一刻も早い整備、暫定

的な都営バスの運行本

数大幅増加に係る陳情 

（以上１０月２１日不採択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第 897 号）             江 東 区 公 報    令和 4 年 11月 15日（火曜日） 

 

 

 

56 

 

 

 

 


